
取
の
士
は
、
こ
の
頃
向
新
穀
は
牧
納
せ
ら
れ
な
い
が
、
一政
年
聞
に
三
州
釘
魁
問
答
集
を
諾
し
た
。

知
行
商
の
牢
納
を
話
回
収
納
し
た
必
訟
と
な
り
、
之

一

パ
ン
マ
サ
ノ
リ
伴
方
矩

泌
総
説
内
・狐
太
友
街

を
到
却
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
。
放
に
是
の
日
を
牢
一
門
。
馬
廻
組
踊
島
菩
太
夫
の
次
子
で
、
伴
源
太
夫
長

納
の
朔
日
と
い
ひ
、
士
家
に
出
入
し
て
勝
手
方
と
務
一
全
の
義
子
と
な
っ
た
も
の
。
長
会
は
長
公
の
子
で
あ

せ
ら
れ
る
米
仲
悶
λ
は
、
祝
詞
を
述
べ
、
若
干
の
鶴
一
る
。
方
短
初
め
大
小
抑
制
に
斑
し
、
出
以
内
中
物
閉
山
に

米
切
手
民
渡
を
惣
願
す
る
。
虫
干納
期
で
は
米
似
常
に
一
地
み
、
明
和
二
年
一
一且

H
九
日
夜
。
年
一
泊
十

一。

下
直
で
あ
る
か
ら
、
仲
口
は
之
を
本
納
期
に
来
っ
て

一

バ
ン

マ
サ
ヨ
シ
伴
方
数
泊
抑
制
吉
之
助
・八
矢
。

m
M
h
り
、
そ
の
を
簡
を
利
す
る
の
で
あ
る
。
是
を
以
て
一
入
矢
長
俗
の
子
。
線
拡
千
布
。
元
文
三
年
火
泊
役
、

家
政
の
問
か
な
士
家
で
は
、

mに
鋭
意
を
表
す
る
鈴
二
貸
出
削
=
一
年
寺
社
器
行
、
六
年
公
訴
説
明
中
行
、
十
一
年

館
少
の
傾
を
氏
出
す
に
溢
ぎ
な
か
っ
た
。
牢
納
期
に

一
御
家
老
、
十
二
年
加
判
、
十
三
年
若
年
前
そ
衆
ね
た

於
け
る
相
場
は
、
年
寄
奥
村
氏
(
宗
家
〉
の
も
の
を
第

一
が
、
天
明
二
年
制
疾
に
よ
っ
て
臓
や
止
め
、
寛
政
=
一

一
に
民
出
す
こ
と
に
よ
り
て
定
め
る
を
例
と
し
、
之
一
年
四
且
隠
跨
し
て
知
行
の
内
抗
百
石
を
受
け
、
疑
問

を
河
内
様
相
場
と
属
し
た
。
次
い
で
十
周
朔
日
を
本

一
と
揺
し
、
七
年
五
且
十
八
日
七
十
四
践
を
以
て
四
日
L

納
と
都
L
、
そ
の
日
に
十
日
点
れ
ば
牧
納
米
の
全
閉
山
を
良

一
た。

出
す
る
こ
と
を
得
た
。

一

バ
ン
モ
チ

番
持

軍

m脅
持
上
げ
力
を
比
べ
る

ハ
ン
ノ
ウ
ラ

牟
ノ
浦

胞
内
削
郡
能
穂
町
同
庄
に
昭
一
一
白
姓
の
蛇
で
、
石
訴
持
と
米
帯
持
と
が
あ
っ
た
。
石

す
る
部
活
。
延
久
三
年
七
且
ご
日
惟
宗
総
光
利
訟
に
、
一
帯
持
は
五
斗
・六
斗
・λ
斗
・
一
石
の
取
れ
川
の
川
石
を

『
天
野
安
郵
守
謹
政
所
領
能
積
闘
能
駕
路
東
方
内
野

一
指
し
上
げ
、
米
番
持
は
間
山
米
中
日
扱
ふ
も
の
で
、
ヰ
と

附
・
似
捕
蹴
村
』
と
あ
る
阪
捕
は
是
で
あ
る
。

一
し
て
冬
季
附
に
屋
内
で
行
は
れ
た
。

ハ
ン
ノ
ウ
ラ

飯
J

浦

↓

ハ
Y

ノ
ウ
ラ
牢
，

一

ハ
ン
モ
ツ
ガ
生
ゴ

ヨ

ウ

判

物
方
御
用

御
利
物

油
。

一
方
御
用
の
臓
は
前
倒
吉
徳
時
代
卒
保
十

一
年
抗
月
品
川

バ
ン
パ
ヤ
守
番
場
山

以
来
郡
柿
見
の
限
に
在

一
ご
日
人
持
組
油
凶
惜
万
附
附

・
御
M
m
旭
川
削
巾
村
山
県
腕

る
山
。
高
さ
=
二
回
米
。
地
質
第
三
紀
居
。
一
鼠
好
・戸
別
開
制
点
直
方
・中
村
久
左
術
門
附
信
の
命
ぜ

ハ
ン
パ
ラ
ニ
ツ
キ

葉
原
日
記

一
名
赤
井
直
喜

一
ら
れ
た
の
が
始
で
あ
ら
う
。
こ
の
後
は
定
請
願
の
殺

到
一
原
担
。
元
治
元
年
水
戸
一
副
士
の
上
治
を
扱
ぐ
録
、

一
職
と
な
り
、
御
用
部
屋
よ
り
も
一
同
人
加
旬
、
臨
時

給
時
在
京
で
あ
っ
た
加
賀
務
兵
の
一
隊
は
、
m
m
郡
守

一
に
御
潟
廻
掛
か
ら
も
勤
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

砲
の
任
に
笛
っ
て
ゐ
た
徳
川
殴
警
の
命
を
務
じ
て
越
一

パ
ン
ヤ
番
屋

石
川
部
事
光
寺
の
内
の
小
字
。

前
説
阪
に
抽
出
み
、
そ
こ
で
浪
士
の
降
伏
を
容
れ
、
受
一

パ
ン
ヤ

番
屋
石
川
制
御
合
ハ
も
と
山
口
森
及
び

年
正
月
之
を
誌
名
・小
出
・
一
耐
引
の
=
一
帯
に
引
渡
し

て
部
土
〉
の
内
の
小
山
子。

た
、
そ
の
航
宋
を
態
い
た
も
の
で
あ
る
。
若
者
赤
井
一

ハ
ン
ヤ
タ
チ

竿
役
地

J
カ
ナ
ザ
ハ
金
保

併
右
衛
門
直
留
は
加
賀
掛
川
兵
の
将
で
あ
っ
た
も
の
。
一
(
入
、
本
町
と
地
子
町
〉
。

パ
ン
ヒ
ロ
ナ
リ
伴
纏
成

一
に
今
村
氏
と
あ
る
o
一

パ
ン
ラ
イ
瞬
時
間
』
ナ
カ
エ
バ
Y

ラ
イ
巾
江

宮
升
光
岡
の
門
人
で
、
三
池
山
仙
の
釘
法
を
笥
ひ
、
文

一
関
頼
。

ヒ
ウ
ガ
日
向

石
川
柑
申
奥
郷
に
回
す
る
部
市
問
。

ヒ
ウ
ガ
ジ
ン
ジ
ヤ
目
向
紳
壮

行
川
淵
日
向
に

銀
座
す
る
0

・
も
と
は
白
山
の
米
枇
で
あ
ら
う
。
白
山

富
抗
倣
都
中
記
録
即
位
長
六
年
の
僚
に
、
白
山
御
利
凱(

正
月
八
日
御
出
門
、
日
向
耐
に
一
日
御
留
。
、
次
日

十
日
凶
阪
に
桜
入
れ
怒
っ
た
こ
と
を
犯
し
て
あ
る
。

式
内
等
泊
枇
杷
に
、『
日
向
跡
枇
。

巾
興
旭
日
向
討
銀

座
。
今

mz山
相
官
八
怖
官
。
郷
巾
之
山
由
枇
也
。
』
と
あ

る
。
明
治
以
降
八
怖
榊
枇
と
総
し
、
十
六
年
若
宮
跡

枇
と
改
め
た
。

ヒ
ウ
ガ
マ
チ
日
向
町

金
仰
の
白
川
名
。
百
姓

附
の
末
、
上
本
多
阿
川
御
忍
γ

の
入
口
訟
を
呼
ん
だ
。

昔
は
そ
の
匝
叫
が
除
税
儲
か
っ
た
が
、
本
多
氏
の
下

邸
内
に
刷
込
め
ら
れ
、
民
の
後
間
下
郎
の
出
口
伐
か

の

mの
み
の
都
と
作
匂
っ
た
。
今
は
隠
せ
ら
れ
て
、
百

姓
町
に
印
刷
し
て
ゐ
る
。
川
名
の
衆
問
は
不
明
で
あ
る
。

ヒ
ウ
チ
イ
シ

腿
石

棺
資
物
産
芯
に
、
羽
咋
郡

火
打
谷
・胤
応
部
抱
…
崎
・珠
洲
郡
狼
何
よ
り
益
す
る
と

あ
る
。 ヒ

ア
プ
リ

火
災
流
永
八
年
四
月
大
阪
次
右
衛

門
の
下
車
、
四
川
法
船
寺
門
前
に
放
火
し
、
延
焼
し

て
金
持
城
に
及
ん
だ
時
、
京
野
に
於
い
て
火
炎
の
刑

に
出
回
せ
ら
れ
た
。
間
十
八
年
鍛
飽
純
白
者
綴
子
を
逆

待
し
、
逢
に
之
を
殺
告
し
た
時
に
も
こ
の
刑
を
科
し

た
。
後
慣
に
は
際
刑
十
一
以
て
こ
の
続
の
知
人
を
刑
し

た。

ヒ

バ
ン
リ

誕
塁

』
カ
ナ
ザ
ハ

滋
)
。

ヒ
エ
ヅ
h
y
リ
シ
ョ
ウ

稗
造
庄

羽
咋
部
に
印
闘
し
、

滞
政
時
代
で
は
、
寧
保
・
阿
川
・鐙
和
・
鵜
野
屋
・灯
・

入
鐙
・地
保
・切
留
の
八
よ
村
を
含
ん
で
街
た
。

ヒ
ガ
シ

束

鳳
至
郡
中
川
野
郷
に
関
す
る
部
稿
。

能
資
名
跡
志
に
、『
東
村
と
て
小
村
あ
り
。
是
に
石
瀬

比
古
の
前
枇
立
給
ふ
。
』
と
あ
る
o
n
U
併
に
、
も
と
岩

瀬
村
と
い
う
た
が
、
告
制
限
川
に
俄
そ
架
け
た
従
班
儲

村
と
椛
し
、
加制
M
Wに
な
っ
て
か
ら
取
と
改
め
た
と

い
ふ
が
信
じ
縫
い
。
石
櫛
比
百
耐
枇
の
服
平
七
殺
と

す
る
制
札
に
荒
裕
村
と
は
把
搬
す
る
が
、
か
の
邑
似

ヒ
エ
ジ
ン
ジ
ヤ
リ
ヨ

ウ

日
吉
紳
枇
領

近

江
凶

日
古
田
一
岬
紅
領
が
、
能
安
叩
附
能
決
庄
及
び
石
川
州
大
桑

庄
・
永一
筋
庄
に
在
っ
た
こ
と
は
、
元
郎
元
年
十
且
の

文
書
に
見
え
、
河
北
郡
山
上
刷
畑
山
び
に
金
制
内
が
引
川

浩
せ
ら
れ
た
こ
と
は
点
利
三
年
七
且
の
文
郎
に
見
え

る。 治
郎
。ヒ

エ
ガ
ユ
ノ
ジ
ン
ジ

稗
粥
の
神

事

能
B
H

一
宮

印
刷
多
大
跡
が
、
中
凶
祭
の
際
巡
行
し
て
腿
品
加
能
絞

比
時
制
副
に
主
る
時
、
供
御
に
制
仲
間
脅
献
る
祭
回
世
が

あ
る
。
往
昔
気
多
大
柏
仰
が
こ
t
h

で
俄
ゑ
給
う
た
時
、

能
障
官
比
咋
の
剖
仰
が
そ
れ
そ
搾
げ
た
古
例
に
よ
る
と
い

.ぬ。 ヒ
ウ
チ
ザ
キ
火
打
崎

部
訴
の
東
方
に
在
る
師
。

ヒ
ウ
チ
h
F
ニ

火
打
谷

用
羽
咋
郡
則
松
庄
に
邸
す

る
部
滞
。
村
内
金
山
谷
か
ら
縫
石
を
恋
す
る
に
依
っ

て
也
名
と
な
る
。
安
保
引
年
こ
L

で
能
育
英
幻
ハ
城
山

鍛
〉
を
遜
見
し
て
梨
谷
小
山
俄
に
使
用
せ
ら
れ
た
。

ヒ
ウ
チ
虫
ニ
ガ
ハ

火
打
谷
川

羽
咋
仰
火
む
谷

飢
限
ヶ
谷
内
か
ら
統
的
、
仰
木
関
で
町
山
間
川
に
古
川
合

ふ
。
抗
告
三
粁
許
。

ヒ
ウ
ン
カ

ン

飛

雲
館

ー
ソ
ウ
ユ
ウ
カ
y

』上

ハン
l
l
ヒ
カ

金

m
c一、
名

六
九
四

ヒ
ウ
タ
ヲ

ザ
キ

以
来
初
町
民


